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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のリフレクタと、
　前記第１のリフレクタの両側に配置された第２のリフレクタと、
　前記第１のリフレクタと第２のリフレクタとの間に配置された少なくとも一つの光源モ
ジュールと、
　前記第２のリフレクタをカバーするカバー部材と、
　前記カバー部材と前記第２のリフレクタとの間に配置され、前記第１のリフレクタと向
かい合っている光学部材と、
　前記光学部材と前記カバー部材との間に配置された第１の突出部材と、
　前記光学部材と前記第２のリフレクタとの間に配置された第２の突出部材と、
を備え、
　第１のリフレクタは、第１の領域及び第２の領域を有し、
　前記第１の領域は、前記光源モジュール及び前記第２のリフレクタの一部に垂直方向に
重なり、前記光源モジュールから上方に向かって傾斜した平面であり、前記第２の領域は
、前記第１の領域から下方に向かって傾斜した凹んだ曲面であり、
　前記第２のリフレクタは、前記光源モジュールに隣接した傾斜面、及び前記光源モジュ
ールから離れた平面を有し、
　前記第２のリフレクタの表面には反射パターンが設けられている、
照明ユニット。
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【請求項２】
　前記第１の突出部材及び第２の突出部材は互いにずれて配置される、請求項１に記載の
照明ユニット。
【請求項３】
　前記第１の突出部材と第２の突出部材とが一部重なる、請求項１または２に記載の照明
ユニット。
【請求項４】
　前記第１の突出部材と第２の突出部材とが重なることなく一定の間隔を置いて配置され
る、請求項１又は２に記載の照明ユニット。
【請求項５】
　前記第１の突出部材の一側面と前記第２の突出部材の一側面との間の間隔は、前記光学
部材の厚さと異なる、請求項１乃至４のいずれかに記載の照明ユニット。
【請求項６】
　前記第２の突出部材の厚さは前記第１の突出部材の厚さよりも大きい、請求項１乃至５
のいずれかに記載の照明ユニット。
【請求項７】
　前記第１及び第２の突出部材の少なくとも一方は、前記光学部材の厚さよりも大きい厚
さを有する、請求項１乃至６のいずれかに記載の照明ユニット。
【請求項８】
　前記第１の突出部材及び前記第２の突出部材の少なくとも一つは前記光学部材と同じ物
質からなり、前記第１の突出部材及び前記第２の突出部材の少なくとも一つと前記光学部
材とが一体である、請求項１乃至７のいずれかに記載の照明ユニット。
【請求項９】
　前記第１の突出部材は前記カバー部材と同じ物質からなり、前記第１の突出部材と前記
カバー部材とが一体である、請求項１乃至８のいずれかに記載の照明ユニット。
【請求項１０】
　前記第１の突出部材及び前記第２の突出部材の少なくとも一つは、前記光学部材と異な
る物質からなり、前記光学部材または前記カバー部材から分離される、請求項１乃至９の
いずれかに記載の照明ユニット。
【請求項１１】
　前記反射パターンは、鋸歯状である、請求項１乃至１０のいずれかに記載の照明ユニッ
ト。
【請求項１２】
　前記鋸歯状の表面は、凹んだ曲面、膨らんだ曲面、及び平面のいずれか一つである、請
求項１１に記載の照明ユニット。
【請求項１３】
　前記反射パターンは、前記光源モジュールから遠ざかるにつれて大きくなる、請求項１
１又は１２に記載の照明ユニット。
【請求項１４】
　前記光学部材は、前記第１の突出部材または前記第２の突出部材に面する領域に少なく
とも一つの溝が配置される、請求項１乃至１３のいずれかに記載の照明ユニット。
【請求項１５】
　前記溝内には接着部材、緩衝部材、締結部材のいずれか一つが配置される、請求項１４
に記載の照明ユニット。
【請求項１６】
　前記溝の面積は、前記第１の突出部材または前記第２の突出部材の面積よりも小さい、
請求項１４又は１５に記載の照明ユニット。
【請求項１７】
　前記第１のリフレクタは前記光学部材と平行でなく、前記第２のリフレクタは前記光学
部材と平行である、請求項１乃至１６のいずれかに記載の照明ユニット。
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【請求項１８】
　前記第１のリフレクタと前記第２のリフレクタとの間にエアーガイドが形成される、請
求項１乃至１７のいずれかに記載の照明ユニット。
【請求項１９】
　前記カバー部材の側面から前記第２のリフレクタの端までの距離は、前記カバー部材の
側面から前記第１の突出部材の端までの距離よりも小さい、請求項１乃至１８のいずれか
に記載の照明ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　実施形態は、照明ユニット及びそれを用いたディスプレイ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、ダウンライト（Ｄｏｗｎｌｉｇｈｔ；天井埋め込み灯）は、天井に穴を開け、
その中に光源を埋め込む照明方式のもので、照明と建物を一体化させる建築照明技法とし
て広く用いられている。
【０００３】
　このようなダウンライトは、天井に埋め込まれることから、照明器具が殆ど露出されず
、天井面がすっきりになるメリットかあり、さらには、天井面が暗くなる特徴から、おし
ゃれな室内空間の演出に適した方式として知られている。
【０００４】
　しかしながら、このような照明ユニット構造は、広い室内空間よりは狭い室内空間に適
合しているため、多数のＬＥＤ光源を必要とする場合もある。
【０００５】
　そこで、少ない数のＬＥＤ光源でも広い室内空間をカバーできる照明ユニットの開発が
望まれている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　実施形態は、光学部材の端部に突出部材を配置して、光学部材の垂れを改善した照明ユ
ニット及びそれを用いたディスプレイ装置を提供する。
【０００７】
　また、実施形態は、一部に傾斜面を有するリフレクタを用いて、広い室内空間に適合す
るようにした照明ユニット及びそれを用いたディスプレイ装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　実施形態は、第１のリフレクタと、第１のリフレクタの両側に配置された第２のリフレ
クタと、第１のリフレクタと第２のリフレクタとの間に配置された少なくとも一つの光源
モジュールと、第２のリフレクタをカバーするカバー部材と、カバー部材と第２のリフレ
クタとの間に配置され、第１のリフレクタと向かい合っている光学部材と、光学部材とカ
バー部材との間に配置された第１の突出部材と、光学部材と第２のリフレクタとの間に配
置された第２の突出部材と、を備え、カバー部材から第１の突出部材の一側面までの距離
は、カバー部材から第２の突出部材の一側面までの距離よりも大きくなっている。
【０００９】
　ここで、第１の突出部材及び第２の突出部材は互いにずれて配置されていてもよい。
【００１０】
　そして、第１の突出部材と第２の突出部材とは一部が重なっていてもよく、第１の突出
部材と第２の突出部材とは重なることなく一定の間隔を置いて配置されていてもよい。
【００１１】
　また、第１の突出部材の一側面と第２の突出部材の一側面との間の間隔は、光学部材の
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厚さよりも大きくなっていてもよい。
【００１２】
　また、第２の突出部材の厚さは第１の突出部材の厚さよりも大きくなっていてもよい。
【００１３】
　また、第１及び第２の突出部材の少なくとも一方は、光学部材の厚さよりも大きい厚さ
を有してもよい。
【００１４】
　そして、第２の突出部材の長さは第１の突出部材の長さよりも大きくなっていてもよい
。
【００１５】
　また、第１の突出部材は光学部材と同じ物質からなり、第１の突出部材と光学部材とが
一体であってもよく、第１の突出部材はカバー部材と同じ物質からなり、第１の突出部材
とカバー部材とが一体であってもよい。
【００１６】
　また、第１の突出部材は、光学部材またはカバー部材と異なる物質からなり、光学部材
またはカバー部材から分離可能であってもよい。
【００１７】
　そして、第２の突出部材は、光学部材と同じ物質からなり、第２の突出部材と光学部材
とが一体であってもよく、光学部材と異なる物質からなり、光学部材から分離可能であっ
てもよい。
【００１８】
　また、第１の突出部材は、カバー部材に面する第１の面及び光学部材に面する第２の面
を有し、第２の突出部材は、光学部材に面する第３の面及び第２のリフレクタに面する第
４の面を有し、第１、第２、第３及び第４の面の少なくとも一つには接着部材、緩衝部材
、締結部材のいずれか一つが配置されてもよい。
【００１９】
　また、光学部材は、第１の突出部材または第２の突出部材に面する領域に少なくとも一
つの溝が配置されてもよい。
【００２０】
　ここで、溝内には接着部材、緩衝部材、締結部材のいずれか一つが配置されてもよい。
【００２１】
　そして、溝の面積は、第１の突出部材または第２の突出部材の面積よりも小さくてもよ
い。
【００２２】
　また、第１のリフレクタは光学部材と平行でなく、第２のリフレクタは光学部材と平行
であってもよい。
【００２３】
　ここで、第１のリフレクタは、少なくとも一つの変曲点を有する少なくとも２つの傾斜
面を有してもよい。
【００２４】
　そして、第１のリフレクタは、変曲点を中心に隣接している第１及び第２の傾斜面を有
し、第１及び第２の傾斜面の曲率半径は互いに異なっていてもよい。
【００２５】
　ここで、第１の傾斜面は第２の光源モジュールに隣接しており、第１の傾斜面の曲率半
径は第２の傾斜面の曲率半径よりも小さくてもよい。
【００２６】
　また、実施形態は、第１のリフレクタと、第１のリフレクタの両側に配置された第２の
リフレクタと、第１のリフレクタと第２のリフレクタとの間に配置された少なくとも一つ
の光源モジュールと、第２のリフレクタをカバーするカバー部材と、カバー部材と第２の
リフレクタとの間に配置され、第１のリフレクタと向かい合っている光学部材と、を備え
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、光学部材は、中央領域と、中央領域を包囲する周辺領域と、を有し、光学部材の周辺領
域の重量は、光学部材の中央領域の重量よりも大きくなっている。
【００２７】
　ここで、光学部材の周辺領域の重量は、光学部材の中央領域の重量よりも０．１～１０
倍大きくなっていてもよい。
【００２８】
　そして、光学部材は、カバー部材と向かい合う周辺領域に配置された第１の突出部材と
、第２のリフレクタと向かい合う周辺領域に配置された第２の突出部材と、を有してもよ
い。
【００２９】
　また、第１の突出部材は、光学部材の中央領域に隣接して配置され、第２の突出部材は
、光学部材の端部に隣接して配置されていてもよい。
【００３０】
　また、第１の突出部材及び第２の突出部材は、互いにずれて配置されていてもよい。
【発明の効果】
【００３１】
　実施形態によれば、光学部材の端部に突出部材を配置することによって、光学部材の垂
れを改善した照明ユニット及びそれを用いたディスプレイ装置を提供することができる。
【００３２】
　また、実施形態によれば、一部に傾斜面を有するリフレクタを用いることによって、広
い室内空間に適合するようにした照明ユニット及びそれを用いたディスプレイ装置を提供
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
　下記の図面を参照して実施形態について詳細に説明する。ただし、図面中、同一の構成
要素には同一の参照符号を付する。
【図１】実施形態に係る照明ユニットを説明するための断面図である。
【図２】第１、第２の突出部材の配置を示す断面図である。
【図３Ａ】第１の突出部材と第２の突出部材との配置関係を示す断面図である。
【図３Ｂ】第１の突出部材と第２の突出部材との配置関係を示す断面図である。
【図３Ｃ】第１の突出部材と第２の突出部材との配置関係を示す断面図である。
【図４Ａ】第１、第２の突出部材間の間隔を示す断面図である。
【図４Ｂ】第１、第２の突出部材間の間隔を示す断面図である。
【図４Ｃ】第１、第２の突出部材間の間隔を示す断面図である。
【図５Ａ】第２の突出部材の配置を示す断面図である。
【図５Ｂ】第２の突出部材の配置を示す断面図である。
【図５Ｃ】第２の突出部材の配置を示す断面図である。
【図５Ｄ】第２の突出部材の配置を示す断面図である。
【図６Ａ】第１、第２の突出部材の厚さを示す断面図である。
【図６Ｂ】第１、第２の突出部材の厚さを示す断面図である。
【図６Ｃ】第１、第２の突出部材の厚さを示す断面図である。
【図７Ａ】第１、第２の突出部材の長さを示す断面図である。
【図７Ｂ】第１、第２の突出部材の長さを示す断面図である。
【図７Ｃ】第１、第２の突出部材の長さを示す断面図である。
【図８Ａ】第１の実施形態に係る第１の突出部材の材料を説明するための断面図である。
【図８Ｂ】第１の実施形態に係る第１の突出部材の材料を説明するための断面図である。
【図９Ａ】第２の突出部材の材料を説明するための断面図である。
【図９Ｂ】第２の突出部材の材料を説明するための断面図である。
【図１０Ａ】第２の実施形態に係る第１の突出部材の材料を説明するための断面図である
。
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【図１０Ｂ】第２の実施形態に係る第１の突出部材の材料を説明するための断面図である
。
【図１１】第１、第２の突出部材の材料を比較するための断面図である。
【図１２】接着部材を有している第１、第２の突出部材を示す断面図である。
【図１３】緩衝部材を有している第１、第２の突出部材を示す断面図である。
【図１４】締結部材を有している第１、第２の突出部材を示す断面図である。
【図１５Ａ】溝を有する光学部材を示す断面図である。
【図１５Ｂ】溝を有する光学部材を示す断面図である。
【図１５Ｃ】溝を有する光学部材を示す断面図である。
【図１６】光学部材の溝の大きさを示す断面図である。
【図１７Ａ】光学部材の溝に配置されている第１、第２の突出部材を示す断面図である。
【図１７Ｂ】光学部材の溝に配置されている第１、第２の突出部材を示す断面図である。
【図１７Ｃ】光学部材の溝に配置されている第１、第２の突出部材を示す断面図である。
【図１８】図１における第１及び第２のリフレクタを示す断面図である。
【図１９Ａ】第１のリフレクタの傾斜面を示す図である。
【図１９Ｂ】第１のリフレクタの傾斜面を示す図である。
【図１９Ｃ】第１のリフレクタの傾斜面を示す図である。
【図１９Ｄ】第１のリフレクタの傾斜面を示す図である。
【図２０Ａ】傾斜面を有する第２のリフレクタを示す図である。
【図２０Ｂ】傾斜面を有する第２のリフレクタを示す図である。
【図２０Ｃ】傾斜面を有する第２のリフレクタを示す図である。
【図２０Ｄ】傾斜面を有する第２のリフレクタを示す図である。
【図２１Ａ】反射パターンを有する第２のリフレクタを示す図である。
【図２１Ｂ】反射パターンを有する第２のリフレクタを示す図である。
【図２１Ｃ】反射パターンを有する第２のリフレクタを示す図である。
【図２１Ｄ】反射パターンを有する第２のリフレクタを示す図である。
【図２２Ａ】光源モジュールと第１及び第２のリフレクタとの配置関係を説明するための
図である。
【図２２Ｂ】光源モジュールと第１及び第２のリフレクタとの配置関係を説明するための
図である。
【図２２Ｃ】光源モジュールと第１及び第２のリフレクタとの配置関係を説明するための
図である。
【図２２Ｄ】光源モジュールと第１及び第２のリフレクタとの配置関係を説明するための
図である。
【図２３】図１における光学部材を示す断面図である。
【図２４】実施形態に係る照明ユニットを備えているディスプレイモジュールを示す図で
ある。
【図２５】実施形態に係るディスプレイ装置を示す図である。
【図２６】実施形態に係るディスプレイ装置を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下、添付の図面を参照して実施形態を説明する。
【００３５】
　本実施形態の説明において、ある構成要素（ｅｌｅｍｅｎｔ）の「上（上部）」または
「下（下部）」（ｏｎ　ｏｒ　ｕｎｄｅｒ）に他の構成要素が形成されるという記載は、
これらの両構成要素が互いに直接（ｄｉｒｅｃｔｌｙ）接触して形成される場合も、これ
ら両構成要素の間に一つ以上のさらに他の構成要素が介在して（ｉｎｄｉｒｅｃｔｌｙ）
形成される場合も含むことができる。
【００３６】
　また、「上（上部）」または「下（下部）」（ｏｎ　ｏｒ　ｕｎｄｅｒ）と表現された
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場合は、一つの構成要素を基準に上方を指す場合もあり、下方を指す場合もある。
【００３７】
　図１は、実施形態に係る照明ユニットを説明するための断面図である。
【００３８】
　図１に示すように、照明ユニットは、第１及び第２のリフレクタ２１０，２２０、光源
モジュール１００、光学部材３００、カバー部材４００、及び第１及び第２の突出部材５
１０，５２０を備えている。
【００３９】
　ここで、光源モジュール１００は、第１のリフレクタ２１０と第２のリフレクタ２２０
との間に配置されており、第２のリフレクタ２２０に隣接して配置されもよい。
【００４０】
　場合によって、光源モジュール１００は、第２のリフレクタ２２０に接するとともに、
第１のリフレクタ２１０から一定の間隔を置いて配置されてもよく、第１のリフレクタ２
１０に接するとともに、第２のリフレクタ２２０から一定の間隔を置いて配置されてもよ
い。
【００４１】
　または、光源モジュール１００は、第１のリフレクタ２１０及び第２のリフレクタ２２
０の両方から一定の間隔を置いて配置されてもよく、第１のリフレクタ２１０及び第２の
リフレクタ２２０の両方に接して配置されてもよい。
【００４２】
　そして、光源モジュール１００は、電極パターンを有する基板１００ｂと、基板１００
ｂ上に配置された少なくとも一つの光源１００ａと、を備えている。
【００４３】
　ここで、光源モジュール１００の光源１００ａは上面発光型（ｔｏｐ　ｖｉｅｗ　ｔｙ
ｐｅ）の発光ダイオードでよい。
【００４４】
　場合によって、光源１００ａは、側面発光型（ｓｉｄｅ　ｖｉｅｗ　ｔｙｐｅ）の発光
ダイオードであってもよい。
【００４５】
　そして、基板１００ｂは、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ガラス、ポリカー
ボネート（ＰＣ）、シリコン（Ｓｉ）から選ばれるいずれか一物質からなるＰＣＢ（Ｐｒ
ｉｎｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｂｏａｒｄ）基板でもよく、フィルム形態のものでもよい
。
【００４６】
　また、基板１００ｂとしては、単層ＰＣＢ、多層ＰＣＢ、セラミック基板、メタルコア
ＰＣＢなどを選択的に使用している。
【００４７】
　ここで、基板１００ｂは、反射コーティングフィルム及び反射コーティング物質層のい
ずれか一つが形成されていてもよく、光源１００ａで生成された光を第１のリフレクタ２
１０の中央領域に反射させることができる。
【００４８】
　また、光源１００ａは、発光ダイオードチップ（ＬＥＤ　ｃｈｉｐ）でもよく、発光ダ
イオードチップは、ブルーＬＥＤチップまたは紫外線ＬＥＤチップで構成されてもよく、
またはレッドＬＥＤチップ、グリーンＬＥＤチップ、ブルーＬＥＤチップ、イエローグリ
ーン（Ｙｅｌｌｏｗ　ｇｒｅｅｎ）ＬＥＤチップ、ホワイトＬＥＤチップの少なくとも一
つまたは２以上を組み合わせたパッケージ形態で構成されてもよい。
【００４９】
　そして、ホワイトＬＥＤは、ブルーＬＥＤ上にイエロー燐光（Ｙｅｌｌｏｗ　ｐｈｏｓ
ｐｈｏｒ）を結合して具現してもよく、ブルーＬＥＤ上にレッド燐光（Ｒｅｄ　ｐｈｏｓ
ｐｈｏｒ）とグリーン燐光（Ｇｒｅｅｎ　ｐｈｏｓｐｈｏｒ）を同時に結合して具現して
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もよく、ブルーＬＥＤ上にイエロー燐光（Ｙｅｌｌｏｗ　ｐｈｏｓｐｈｏｒ）、レッド燐
光（Ｒｅｄ　ｐｈｏｓｐｈｏｒ）及びグリーン燐光（Ｇｒｅｅｎ　ｐｈｏｓｐｈｏｒ）を
同時に結合して具現してもよい。
【００５０】
　また、第１のリフレクタ２１０と第２のリフレクタ２２０との間の空間にはエアーガイ
ド（ａｉｒ　ｇｕｉｄｅ）を有するように、第１のリフレクタ２１０と第２のリフレクタ
２２０とが一定の間隔を置いて向かい合っている。
【００５１】
　ここで、第１及び第２のリフレクタ２１０，２２０は、アルミニウム（Ａｌ）、銀（Ａ
ｇ）、金（Ａｕ）、二酸化チタン（ＴｉＯ２）などのような高反射率を有する金属または
金属酸化物を含んで構成されている。
【００５２】
　場合によって、第１及び第２のリフレクタ２１０，２２０は、高分子樹脂フレーム上に
反射フィルムまたは反射シートを接着して形成してもよい。
【００５３】
　場合によっては、第１及び第２のリフレクタ２１０，２２０は、高分子樹脂フレーム上
に金属または金属酸化物を蒸着またはコーティングして形成してもよく、金属インキを印
刷して形成してもよい。
【００５４】
　ここで、第１及び第２のリフレクタ２１０，２２０は、互いに同じ物質で構成されてい
てもよいし、場合によっては、互いに異なる物質で構成されていてもよい。
【００５５】
　また、第１及び第２のリフレクタ２１０，２２０は、表面の一部に鋸歯状の反射パター
ンが形成されていてもよい。
【００５６】
　ここで、反射パターンの表面は、扁平面または曲面になっている。
【００５７】
　また、第１及び第２のリフレクタ２１０，２２０は、一部に傾斜面を有していてもよい
。
【００５８】
　場合によって、第２のリフレクタ２２０は平坦な平面であり、第１のリフレクタ２１０
は一部に傾斜面を有していてもよい。
【００５９】
　ここで、第１のリフレクタ２１０は、少なくとも一つの変曲点を有する少なくとも２つ
の傾斜面を有していてもよい。
【００６０】
　そして、第１のリフレクタ２１０の傾斜面は、第２のリフレクタ２２０の表面に対して
一定の角度で傾斜した面になっており、傾斜面は、凹面（ｃｏｎｃａｖｅ　ｓｕｒｆａｃ
ｅ）、凸面（ｃｏｎｖｅｘ　ｓｕｒｆａｃｅ）、扁平面（ｆｌａｔ　ｓｕｒｆａｃｅ）の
少なくとも一つであればよい。
【００６１】
　場合によって、第１のリフレクタ２１０は、少なくとも一つの傾斜面と少なくとも一つ
の平面（ｆｌａｔ　ｓｕｒｆａｃｅ）を有していてもよいが、第１のリフレクタ２１０の
平面は、第２のリフレクタ２２０の平面と平行な面であればよい。
【００６２】
　ここで、第１のリフレクタ２１０の平面は、光源モジュール１００の一部と重なってい
るとよい。
【００６３】
　また、第１のリフレクタ２１０は、少なくとも一つの変曲点を有する少なくとも２つの
傾斜面を有し、変曲点を中心に隣接している第１及び第２の傾斜面の曲率は互いに異なっ
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ていてもよい。
【００６４】
　一方、光学部材３００は、第１のリフレクタ２１０から一定の空間を置いて配置されて
いる。
【００６５】
　そして、第１のリフレクタ２１０と光学部材３００との間の空間にはエアーガイドが形
成されている。
【００６６】
　ここで、光学部材３００は、上面に凹凸パターンを有していてもよい。
【００６７】
　光学部材３００は、光源モジュール１００から出射した光を拡散させるためのもので、
拡散効果を増大させるために上面に凹凸パターンが形成されていてもよい。
【００６８】
　すなわち、光学部材３００は、複数の層で形成されており、最上層またはいずれか一層
の表面に凹凸パターンを有している。
【００６９】
　そして、凹凸パターンは、光源モジュール１００に並んで配置されるストライプ状にす
ることができる。
【００７０】
　ここで、凹凸パターンは、光学部材３００の表面に形成された突出部を有し、突出部は
、相対する第１の面と第２の面とで構成され、第１の面と第２の面間の角は鈍角または鋭
角であればよい。
【００７１】
　場合によって、光学部材３００は、少なくとも一つのシートで構成されてもよく、拡散
シート、プリズムシート、輝度強化シートなどを選択的に含むことができる。
【００７２】
　ここで、拡散シートは、光源から発された光を拡散させ、プリズムシートは、拡散され
た光を発光領域にガイドし、輝度強化シートは輝度を強化させる。
【００７３】
　また、カバー部材４００は、第２のリフレクタ２２０をカバーするように配置されてお
り、光学部材３００の両端部は、カバー部材４００と第２のリフレクタ２２０との間に配
置されている。
【００７４】
　そして、第１の突出部材５１０は、光学部材３００とカバー部材４００との間に配置さ
れ、第２の突出部材５２０は、光学部材３００と第２のリフレクタ２２０との間に配置さ
れている。
【００７５】
　ここで、カバー部材４００から第１の突出部材５１０の一側面までの距離は、カバー部
材４００から第２の突出部材５２０の一側面までの距離よりも大きくなっている。
【００７６】
　また、第１の突出部材５１０は、光学部材３００の中央領域に隣接して配置されており
、第２の突出部材５２０は、光学部材３００の端部に隣接して配置されている。
【００７７】
　これは、光学部材３００の中央領域が下方に垂れる現象を防ぐためである。
【００７８】
　例えば、第１の突出部材５１０は、光学部材３００を支持する梃子のような役割を果た
し、第２の突出部材５２０は、光学部材３００の中央領域が下方に垂れないように光学部
材３００の端部を上方から下方に押す役割を果たすことによって、光学部材３００の垂れ
を防止することができる。
【００７９】
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　ここで、第１及び第２の突出部材５１０，５２０は、接着部材、緩衝部材、締結部材の
いずれかであればよい。
【００８０】
　場合によって、第１の突出部材５１０は、カバー部材４００から突出していてもよく、
光学部材３００から突出していてもよい。
【００８１】
　また、第２の突出部材５２０は、第２のリフレクタ２２０から突出していてもよく、光
学部材３００から突出していてもよい。
【００８２】
　実施形態として、光学部材３００は、中央領域と、中央領域を包囲する周辺領域とを有
しており、該光学部材３００の周辺領域から第１及び第２の突出部材５１０，５２０が突
出していてもよい。
【００８３】
　すなわち、第１及び第２の突出部材５１０，５２０は、光学部材３００と同じ物質から
なり、光学部材３００の周辺領域から突出している
【００８４】
　ここで、光学部材３００は、周辺領域に第１及び第２の突出部材５１０，５２０を含ん
でいるから、光学部材３００の周辺領域の重量（ｗｅｉｇｈｔ）は、光学部材３００の中
央領域の重量よりも大きくなっている。
【００８５】
　例えば、光学部材３００の周辺領域の重量は、光学部材３００の中央領域の重量よりも
約０．１～１０倍大きくなっていてもよい。
【００８６】
　このように、光学部材３００は、カバー部材４００に面する周辺領域に配置された第１
の突出部材５１０と、第２のリフレクタ２２０に面する周辺領域に配置された第２の突出
部材５２０とを有しているため、光学部材３００の中央領域の垂れが防止される。
【００８７】
　また、第１の突出部材５１０は、光学部材３０の中央領域に隣接して配置されており、
第２の突出部材５２０は光学部材３００の端部に隣接して配置されている。
【００８８】
　そのため、第１の突出部材５１０及び第２の突出部材５２０は互いにずれて配置されて
いる。
【００８９】
　図２は、第１及び第２の突出部材の配置を示す断面図である。
【００９０】
　図２に示すように、光学部材３００は、中央領域と、中央領域を包囲する周辺領域を有
している。
【００９１】
　ここで、第１及び第２の突出部材５１０，５２０の両方が光学部材３００の周辺領域に
配置されており、第１の突出部材５１０は光学部材３００の中央領域に隣接して配置され
、第２の突出部材５２０は光学部材３００の端部３０１に隣接して配置されている。
【００９２】
　ここで、第１及び第２の突出部材５１０，５２０は、接着部材、緩衝部材、締結部材の
いずれか一つであればよい。
【００９３】
　場合によって、第１及び第２の突出部材５１０，５２０は、光学部材３００から突出し
ていてもよい。
【００９４】
　すなわち、第１及び第２の突出部材５１０，５２０は、光学部材３００と同じ物質から
なり、光学部材３００の周辺領域から突出している。
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【００９５】
　このように、光学部材３００は、周辺領域に第１及び第２の突出部材５１０，５２０を
含んでいるから、光学部材３００の周辺領域の重量は、光学部材３００の中央領域の重量
よりも大きくなっている。
【００９６】
　例えば、光学部材３００の周辺領域の重量は、光学部材３００の中央領域の重量よりも
約０．１～１０倍大きくなっていてもよい。
【００９７】
　図３Ａ乃至図３Ｃは、第１の突出部材と第２の突出部材との配置関係を示す断面図であ
る。
【００９８】
　図３Ａ乃至図３Ｃに示すように、第１の突出部材５１０及び第２の突出部材５２０は互
いにずれて配置されている。
【００９９】
　ここで、第１の突出部材５１０は、光学部材３００の下部面に配置され、第２の突出部
材５２０は、光学部材３００の上部面に配置されている。
【０１００】
　この場合、図３Ａに示すように、第１の突出部材５１０の一側面５１１と第２の突出部
材５２０の一側面５２１は、間隔ｄ１だけ離れて配置されている。
【０１０１】
　場合によって、図３Ｂに示すように、第１の突出部材５１０の一側面５１１と第２の突
出部材５２０の一側面５２１は、同一基準線上に配置されていてもよい。
【０１０２】
　場合によっては、図３Ｃに示すように、第１の突出部材５１０と第２の突出部材５２０
とが重なっていてもよい。すなわち、第１の突出部材５１０の一側面５１１は第２の突出
部材５２０と、且つ第２の突出部材５２０の一側面５２１は第１の突出部材５１０と重な
っていてもよい。
【０１０３】
　このように、第１の突出部材５１０と第２の突出部材５２０は、一部領域が重なって配
置されてもよいし、互いに重なることなく、一定の間隔を置いて配置されてもよい。
【０１０４】
　図４Ａ乃至図４Ｃは、第１及び第２の突出部材間の間隔を示す断面図である。
【０１０５】
　図４Ａに示すように、第１の突出部材５１０は光学部材３００の下部面に配置され、第
２の突出部材５２０は光学部材３００の上部面に配置され、第１の突出部材５１０及び第
２の突出部材５２０は互いにずれて配置されている。
【０１０６】
　ここで、第１の突出部材５１０の一側面５１１と第２の突出部材５２０の一側面５２１
とが間隔ｄ１だけ離れて配置されている。
【０１０７】
　この場合、第１の突出部材５１０の一側面５１１と第２の突出部材５２０の一側面５２
１間の間隔ｄ１は、光学部材３００の厚さｔ１よりも大きくなっている。
【０１０８】
　場合によって、図４Ｂに示すように、第１の突出部材５１０の一側面５１１と第２の突
出部材５２０の一側面５２１間の間隔ｄ１は、光学部材３００の厚さｔ１よりも小さくな
っていてもよい。
【０１０９】
　場合によっては、図４Ｃに示すように、第１の突出部材５１０の一側面５１１と第２の
突出部材５２０の一側面５２１間の間隔ｄ１は、光学部材３００の厚さｔ１と同一の大き
さになっていてもよい。
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【０１１０】
　このように、第１及び第２の突出部材５１０，５２０間の間隔が異なっている理由は、
光学部材３００の面積によって下方に垂れる度合が異なるからである。
【０１１１】
　例えば、光学部材３００の垂れの度合が大きいと、第１及び第２の突出部材間の間隔ｄ
１を大きくし、光学部材３００の垂れの度合が小さいと、第１及び第２の突出部材間の間
隔ｄ１を小さくすればよい。
【０１１２】
　図５Ａ乃至図５Ｄは、第２の突出部材の配置を示す断面図である。
【０１１３】
　図５Ａ乃至図５Ｄに示すように、第２の突出部材５２０は、光学部材３００の上部面に
配置されるとともに、光学部材３００の端部３０１に隣接して配置されている。
【０１１４】
　ここで、第２の突出部材５２０の一側面５２１は光学部材３００の中央領域に向くよう
に配置されており、第２の突出部材５２０の他側面５２２は光学部材３００の端部３０１
に向くように配置されている。
【０１１５】
　この場合、図５Ａに示すように、第２の突出部材５２０の他側面５２２は、光学部材３
００の端部３０１の側面と一致するように配置されている。
【０１１６】
　場合によって、図５Ｂに示すように、第２の突出部材５２０の他側面５２２は、光学部
材３００の端部３０１の側面から間隔ｄ２だけ離れて配置されてもよい。
【０１１７】
　ここで、第２の突出部材５２０の他側面５２２と光学部材３００の端部３０１の側面間
の間隔ｄ２は、光学部材３００の厚さｔ１と同一になっている。
【０１１８】
　場合によって、図５Ｃに示すように、第２の突出部材５２０の他側面５２２と光学部材
３００の端部３０１の側面間の間隔ｄ２は、光学部材３００の厚さｔ１よりも小さくなっ
ていてもよい。
【０１１９】
　場合によって、図５Ｄに示すように、第２の突出部材５２０の他側面５２２と光学部材
３００の端部３０１の側面間の間隔ｄ２は、光学部材３００の厚さｔ１よりも大きくなっ
ていてもよい。
【０１２０】
　このように第２の突出部材５２０の配置が異なっている理由は、光学部材３００がその
面積によって下方に垂れる度合が異なり、それに応じて、光学部材３００の端部を押す力
を制御しなければならないからである。
【０１２１】
　図６Ａ乃至図６Ｃは、第１及び第２の突出部材の厚さを示す断面図である。
【０１２２】
　図６Ａ乃至図６Ｃに示すように、第１の突出部材５１０は、光学部材３００の下部面に
配置され、第２の突出部材５２０は光学部材３００の上部面に配置され、第１の突出部材
５１０及び第２の突出部材５２０は互いにずれて配置されている。
【０１２３】
　ここで、図６Ａに示すように、第１の突出部材５１０の厚さｔ２は第２の突出部材５２
０の厚さｔ３と同一になっいてもよい。
【０１２４】
　そして、第１及び第２の突出部材５１０，５２０の厚さｔ２，ｔ３のそれぞれは、光学
部材３００の厚さｔ１と同一であってもよい。
【０１２５】
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　また、図６Ｂに示すように、第１の突出部材５１０の厚さｔ２は第２の突出部材５２０
の厚さｔ３よりも小さくてもよい。
【０１２６】
　そして、第１の突出部材５１０の厚さｔ２は光学部材３００の厚さｔ１と同一であり、
第２の突出部材５２０の厚さｔ３は光学部材３００の厚さｔ１よりも大きくてもよい。
【０１２７】
　また、図６Ｃに示すように、第１の突出部材５１０の厚さｔ２は、第２の突出部材５２
０の厚さｔ３よりも小さくてもよい。
【０１２８】
　そして、第１の突出部材５１０の厚さｔ２は光学部材３００の厚さｔ１よりも大きく、
第２の突出部材５２０の厚さｔ３も光学部材３００の厚さｔ１より大きくてもよい。
【０１２９】
　このように、第１及び第２の突出部材５１０，５２０の厚さが異なっている理由は、光
学部材３００がその面積によって下方に垂れる度合が異なり、これに応じて、光学部材３
００の端部を押す力を制御しなければならないからである。
【０１３０】
　図７Ａ乃至図７Ｃは、第１及び第２の突出部材の長さを示す断面図である。
【０１３１】
　図７Ａ乃至図７Ｃに示すように、第１の突出部材５１０は光学部材３００の下部面に配
置され、第２の突出部材５２０は光学部材３００の上部面に配置され、第１の突出部材５
１０及び第２の突出部材５２０は互いにずれて配置されている。
【０１３２】
　ここで、図７Ａに示すように、第１の突出部材５１０の長さＬ１は、第２の突出部材５
２０の長さＬ２よりも小さくてもよい。
【０１３３】
　この場合、第１の突出部材５１０の長さＬ１と第２の突出部材５２０の長さＬ２は、光
学部材３００の端部領域から中央領域へ向かうＸ方向の長さを指す。
【０１３４】
　また、図７Ｂに示すように、第１の突出部材５１０の長さＬ１と第２の突出部材５２０
の長さＬ２は互いに同一であってもよい。
【０１３５】
　場合によって、図７Ｃに示すように、第１の突出部材５１０の長さＬ１は第２の突出部
材５２０の長さＬ２よりも小さくてもよい。
【０１３６】
　このように、第１及び第２の突出部材５１０，５２０の長さが異なっている理由は、光
学部材３００がその面積によって下部に垂れる度合が異なり、それに応じて、光学部材３
００の端部を押す力を制御しなければならないからである。
【０１３７】
　図８Ａ及び図８Ｂは、第１の実施形態に係る第１の突出部材の材料を説明するための断
面図である。
【０１３８】
　図８Ａに示すように、第１の突出部材５１０は、光学部材３００の下部面から延突して
いる一体型であってもよい。
【０１３９】
　すなわち、第１の突出部材５１０は、光学部材３００と同じ物質であり、第１の突出部
材５１０と光学部材３００とが一体になっている。
【０１４０】
　場合によって、図８Ｂに示すように、第１の突出部材５１０は、光学部材３００の下部
面に取り付け可能な分離型であってもよい。
【０１４１】
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　すなわち、第１の突出部材５１０は、光学部材３００と異なる物質からなり、光学部材
３００から分離可能になっている。
【０１４２】
　ここで、第１の突出部材５１０は、接着部材、緩衝部材、締結部材のいずれか一つであ
ればよい。
【０１４３】
　図９Ａ及び図９Ｂは、第２の突出部材の材料を説明するための断面図である。
【０１４４】
　図９Ａに示すように、第２の突出部材５２０は、光学部材３００の上部面から延突して
いる一体型であってもよい。
【０１４５】
　すなわち、第２の突出部材５２０は、光学部材３００と同じ物質であり、第２の突出部
材５２０と光学部材３００とが一体になっている。
【０１４６】
　場合によって、図９Ｂに示すように、第２の突出部材５２０は、光学部材３００の上部
面に取り付け可能な分離型であってもよい。
【０１４７】
　すなわち、第２の突出部材５２０は、光学部材３００と異なる物質からなり、光学部材
３００から分離可能になっている。
【０１４８】
　ここで、第２の突出部材５２０は、接着部材、緩衝部材、締結部材のいずれか一つであ
ればよい。
【０１４９】
　図１０Ａ及び図１０Ｂは、第２の実施形態に係る第１の突出部材の材料を説明するため
の断面図である。
【０１５０】
　図１０Ａに示すように、第１の突出部材５１０は、カバー部材４００の下部面から延突
した一体型であってもよい。
【０１５１】
　すなわち、第１の突出部材５１０はカバー部材４００と同じ物質であり、第１の突出部
材５１０とカバー部材４００とが一体になっている。
【０１５２】
　場合によって、図１０Ｂに示すように、第１の突出部材５１０は、カバー部材４００に
取り付け可能な分離型であってもよい。
【０１５３】
　すなわち、第１の突出部材５１０は、カバー部材４００と異なる物質からなり、カバー
部材４００から分離可能になっている。
【０１５４】
　ここで、第１の突出部材５１０は、接着部材、緩衝部材、締結部材のいずれか一つであ
ればよい。
【０１５５】
　図１１は、第１及び第２の突出部材の材料を比較するための断面図である。
【０１５６】
　図１１に示すように、第１の突出部材５１０は、光学部材３００の下部面に配置され、
第２の突出部材５２０は、光学部材３００の上部面に配置され、第１の突出部材５１０及
び第２の突出部材５２０は互いにずれて配置されている。
【０１５７】
　ここで、第１の突出部材５１０は、カバー部材４００に面する第１の面５１４と、光学
部材３００に面する第２の面５１３と、を有しており、第２の突出部材５２０は、光学部
材３００に面する第３の面５２４と、第２のリフレクタ２２０に面する第４の面５２３と
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、を有している。
【０１５８】
　第１の突出部材５１０は、カバー部材４００または光学部材３００と同じ物質であって
もよいし、カバー部材４００または光学部材３００と異なる物質であって、接着部材、緩
衝部材、締結部材のいずれかであってもよい。
【０１５９】
　そして、第２の突出部材５２０は、第２のリフレクタ２２０または光学部材３００と同
じ物質であってもよいし、第２のリフレクタ２２０または光学部材３００と異なる物質で
あって、接着部材、緩衝部材、締結部材のいずれか一つであってもよい。
【０１６０】
　また、第１及び第２の突出部材５１０，５２０は、互いに同じ物質であってもよく、場
合によって、互いに異なる物質であってもよい。
【０１６１】
　場合によっては、第１の突出部材５１０の第１の面５１４及び第２の面５１３と、第２
の突出部材５２０の第３の面５２４及び第４の面５２３の少なくとも一つには接着部材、
緩衝部材、締結部材のいずれか一つが配置されていてもよい。
【０１６２】
　図１２は、接着部材を有している第１及び第２の突出部材を示す断面図である。
【０１６３】
　図１２に示すように、第１の突出部材５１０は光学部材３００の下部面に配置され、第
２の突出部材５２０は光学部材３００の上部面に配置されており、第１の突出部材５１０
及び第２の突出部材５２０は互いにずれて配置されている。
【０１６４】
　ここで、第１の突出部材５１０とカバー部材４００との間、及び第１の突出部材５１０
と光学部材３００との間のうち、少なくとも一方に接着部材６１０が配置され、第２の突
出部材５２０と光学部材３００との間、及び第２の突出部材５２０と第２のリフレクタ２
２０との間のうち、少なくとも一方に接着部材６１０が配置されていればよい。
【０１６５】
　ここで、接着部材６１０は、液状のシリコンゴムまたは合成ゴムに熱伝導性パウダーを
混合したペーストを熱硬化したものであり、接着信頼性に優れている。
【０１６６】
　また、接着部材６１０は熱伝導性にも優れており、光源モジュールから伝達される熱を
效果的に外部に放出することができる。
【０１６７】
　図１３は、緩衝部材を有している第１及び第２の突出部材を示す断面図である。
【０１６８】
　図１３に示すように、第１の突出部材５１０は、光学部材３００の下部面に配置され、
第２の突出部材５２０は光学部材３００の上部面に配置されており、第１の突出部材５１
０及び第２の突出部材５２０は互いにずれて配置されている。
【０１６９】
　ここで、第１の突出部材５１０とカバー部材４００との間、及び第１の突出部材５１０
と光学部材３００との間のうち、少なくとも一方に緩衝部材６２０が配置されており、第
２の突出部材５２０と光学部材３００との間、及び第２の突出部材５２０と第２のリフレ
クタ２２０との間のうち、少なくとも一方に緩衝部材６２０が配置されていればよい。
【０１７０】
　ここで、緩衝部材６２０は、熱伝導性パウダーが含まれたシリコンゴム、または熱伝導
性パウダーが含まれた合成ゴムでよい。
【０１７１】
　熱伝導性パウダーとしては、熱伝導性に優れた金属である銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）、金
（Ａｕ）、アルミニウム（Ａｌ）などを含むことができる。
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【０１７２】
　すなわち、緩衝部材６２０は、液状のシリコンゴムまたは合成ゴムに熱伝導性パウダー
を混合したのち熱硬化して作製することができる。
【０１７３】
　このように緩衝部材６２０を配置すると、外部衝撃に弱い光学部材３００が第１及び第
２の突出部材５１０，５２０により損傷することを防止することができる。
【０１７４】
　また、緩衝部材６２０は、熱伝導性に優れており、光源モジュールから伝達される熱を
效果的に外部に放出することもできる。
【０１７５】
　図１４は、締結部材を有している第１及び第２の突出部材を示す断面図である。
【０１７６】
　図１４に示すように、第１の突出部材５１０は光学部材３００の下部面に配置され、第
２の突出部材５２０は光学部材３００の上部面に配置され、第１の突出部材５１０及び第
２の突出部材５２０は互いにずれて配置されている。
【０１７７】
　ここで、第１の突出部材５１０とカバー部材４００との間、及び第１の突出部材５１０
と光学部材３００との間のうち、少なくとも一方に締結部材６３０が配置され、第２の突
出部材５２０と光学部材３００との間、及び第２の突出部材５２０と第２のリフレクタ２
２０との間のうち、少なくとも一方に締結部材６３０が配置されていてもよい。
【０１７８】
　ここで、締結部材６３０はスクリューのような締結ねじでよく、締結部材６３０は、熱
伝導性に優れた金属、例えば、銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）、アルミニウム（Ａ
ｌ）などで構成すればよい。
【０１７９】
　このように締結部材６３０を配置すると、第１及び第２の突出部材５１０，５２０を強
固に固定して光学部材３００の垂れを防止する他、光源モジュールから伝達される熱を效
果的に外部に放出することもできる。
【０１８０】
　図１５Ａ乃至図１５Ｃは、溝を有する光学部材を示す断面図である。
【０１８１】
　図１５Ａに示すように、光学部材３００は、第２の突出部材５２０に面する領域に、少
なくとも一つの第２の溝３２０が配置されている。
【０１８２】
　ここで、第２の溝３２０の面積は、第２の突出部材５２０の面積よりも大きくなってい
る。
【０１８３】
　場合によって、第２の溝３２０の面積は、第２の突出部材５２０の面積と同一になって
いてもよい。
【０１８４】
　そして、第２の溝３２０の高さｈ１は、光学部材３００の厚さｔ１よりも小さくなって
おり、第２の溝３２０の高さｈ１と光学部材３００の厚さｔ１との比は、１：２～１０で
よい。
【０１８５】
　第２の溝３２０の高さｈ１が小さすぎると、第２の突出部材５２０を固定し難く、第２
の溝３２０の高さｈ１が大きすぎると、光学部材３００が割れやすくなる。
【０１８６】
　そして、図１５Ｂに示すように、光学部材３００は、第１の突出部材５１０に面する領
域に、少なくとも一つの第１の溝３１０が配置されていてもよい。
【０１８７】
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　ここで、第１の溝３１０の面積は、第１の突出部材５１０の面積よりも大きくなってい
る。
【０１８８】
　場合によって、第１の溝３１０の面積は、第１の突出部材５１０の面積と同一になって
いてもよい。
【０１８９】
　そして、第１の溝３１０の高さｈ２は、光学部材３００の厚さｔ１よりも小さくなって
おり、第１の溝３１０の高さｈ２と光学部材３００の厚さｔ１との比は、１：２～１０で
よい。
【０１９０】
　第１の溝３１０の高さｈ２が小さすぎると、第１の突出部材５１０が固定し難く、第１
の溝３１０の高さｈ２が大きすぎると、光学部材３００が割れやすくなる。
【０１９１】
　また、図１５Ｃに示すように、光学部材３００は、第１の突出部材５１０に面する領域
に少なくとも一つの第１の溝３１０が配置され、且つ第２の突出部材５２０に面する領域
に少なくとも一つの第２の溝３２０が配置されていてもよい。
【０１９２】
　ここで、第１の溝３１０の面積は、第１の突出部材５１０の面積よりも大きくなってお
り、第２の溝３２０の面積は、第２の突出部材５２０の面積よりも大きくなっている。
【０１９３】
　場合によって、第１の溝３１０の面積は、第１の突出部材５１０の面積と同一であって
もよく、第２の溝３２０の面積は、第２の突出部材５２０の面積と同一であってもよい。
【０１９４】
　図１６は、光学部材の溝の大きさを示す断面図である。
【０１９５】
　図１６に示すように、光学部材３００は、第１の突出部材５１０に面する領域に少なく
とも一つの第１の溝３１０が配置されており、第２の突出部材５２０に面する領域に少な
くとも一つの第２の溝３２０が配置されている。
【０１９６】
　ここで、第１の溝３１０の底面３１１の面積は、第１の突出部材５１０の第２の面５１
３の面積よりも小さくなっている。
【０１９７】
　そして、第２の溝３２０の底面３２１の面積は、第２の突出部材５２０の第３の面５２
４の面積よりも小さくなっている。
【０１９８】
　そのため、第１の溝３１０の底面３１１と第１の突出部材５１０の第２の面５１３との
間にはエアーギャップが形成されており、第２の溝３２０の底面３２１と第２の突出部材
５２０の第３の面５２４との間にもエアーギャップが形成されている。
【０１９９】
　場合によって、第１の溝３１０の底面３１１と第１の突出部材５１０の第２の面５１３
との間、及び第２の溝３２０の底面３２１と第２の突出部材５２０の第３の面５２４との
間には、接着部材、緩衝部材、締結部材のいずれか一つが配置されてもよい。
【０２００】
　図１７Ａ乃至図１７Ｃは、光学部材の溝に配置されている第１及び第２の突出部材を示
す断面図である。
【０２０１】
　図１７Ａに示すように、光学部材３００は、第１の突出部材５１０に面する領域に少な
くとも一つの第１の溝３１０が配置されており、第２の突出部材５２０に面する領域に少
なくとも一つの第２の溝３２０が配置されている。
【０２０２】
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　ここで、第１の溝３１０の面積は第１の突出部材５１０の面積よりも小さくなっており
、第２の溝３２０の面積は第２の突出部材５２０の面積よりも小さくなっている。
【０２０３】
　そして、第１の溝３１０と第２の溝３２０内には接着部材６１０が配置されていてもよ
い。
【０２０４】
　ここで、接着部材６１０は、液状のシリコンゴムまたは合成ゴムに熱伝導性パウダーを
混合したペーストを熱硬化したものであり、接着信頼性に優れている。
【０２０５】
　また、図１７Ｂに示すように、第１の溝３１０と第２の溝３２０内に緩衝部材６２０が
配置されていてもよい。
【０２０６】
　ここで、緩衝部材６２０は、熱伝導性パウダーが含まれたシリコンゴム、または熱伝導
性パウダーが含まれた合成ゴムでよい。
【０２０７】
　熱伝導性パウダーとしては、熱伝導性に優れた金属である銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）、金
（Ａｕ）、アルミニウム（Ａｌ）などを含むことができる。
【０２０８】
　すなわち、緩衝部材６２０は、液状のシリコンゴムまたは合成ゴムに熱伝導性パウダー
を混合したのち熱硬化して作製すればよい。
【０２０９】
　また、図１７Ｃに示すように、第１の溝３１０と第２の溝３２０内に締結部材６３０が
配置されていてもよい。
【０２１０】
　ここで、締結部材６３０は、スクリューのような締結ねじであってもよく、締結部材６
３０は、熱伝導性に優れた金属、例えば、銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）、アルミ
ニウム（Ａｌ）などで構成すればよい。
【０２１１】
　図１８は、図１における第１及び第２のリフレクタを示す断面図である。
【０２１２】
　図１８に示すように、第１及び第２のリフレクタ２１０，２２０は互いに異なる高さに
配置されており、光源モジュール１００は、第１のリフレクタ２１０と第２のリフレクタ
２２０との間に配置されている。
【０２１３】
　ここで、第２のリフレクタ２２０は平坦な平面であり、第１のリフレクタ２１０は一部
に傾斜面を有している。
【０２１４】
　この場合、第１のリフレクタ２１０の傾斜面は、第２のリフレクタ２２０の平面に対し
て傾斜しており、少なくとも一つの変曲点を有する少なくとも２つの傾斜面を有してもよ
い。
【０２１５】
　例えば、第１のリフレクタ２１０は、変曲点Ｐを中心に隣接している第１の領域と第２
の領域を有しており、第１の領域は第１の傾斜面に対応し、第２の領域は第２の傾斜面に
対応する。
【０２１６】
　ここで、第１の傾斜面は第１の曲率半径Ｒ１を有する曲面であり、第２の傾斜面は第２
の曲率半径Ｒ２を有する曲面でよい。
【０２１７】
　この場合、第１の傾斜面の第１の曲率半径Ｒ１と第２の傾斜面の第２の曲率半径Ｒ２は
互いに異なっていてもよい。
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【０２１８】
　例えば、第１のリフレクタ２１０の第１の傾斜面は光源モジュール１００に隣接してお
り、第１の傾斜面の第１の曲率半径Ｒ１は、第２の傾斜面の第２の曲率半径Ｒ２よりも小
さくなっていてもよい。
【０２１９】
　図１９Ａ乃至図１９Ｄは、第１のリフレクタの傾斜面を示す図である。
【０２２０】
　図１９Ａに示すように、第１のリフレクタ２１０は、第１の領域２１０ａ及び第２の領
域２１０ｂを有しており、第１の領域２１０ａは、光源モジュール１００及び第２のリフ
レクタ２２０の一部と重なり合っており、第２のリフレクタ２２０の表面に対して傾斜し
ている傾斜面になっている。
【０２２１】
　ここで、第１の領域２１０ａの傾斜面は、光源モジュール１００から上方に傾斜した扁
平面になっている。
【０２２２】
　そして、第２の領域２１０ｂは、第２のリフレクタ２２０の表面に対して傾斜した傾斜
面になっており、第２の領域２１０ｂの傾斜面は、第１の領域２１０ａの傾斜面から下方
に傾斜した扁平面になっている。
【０２２３】
　ここで、第１の領域２１０ａの傾斜面の勾配と第２の領域２１０ｂの傾斜面の勾配は互
いに異なっていてもよい。
【０２２４】
　例えば、第１の領域２１０ａの傾斜面の勾配が第２の領域２１０ｂの傾斜面の勾配より
も大きくなっていてもよい。
【０２２５】
　また、第１の領域２１０ａの面積Ｓ１は、第２の領域２１０ｂの面積Ｓ２よりも大きく
なっていてもよく、第１の領域２１０ａの面積Ｓ１と第２の領域２１０ｂの面積Ｓ２との
比は１．１～２０：１でよい。
【０２２６】
　また、図１９Ｂに示すように、第１のリフレクタ２１０は、第１の領域２１０ａ及び第
２の領域２１０ｂを有しており、第１の領域２１０ａは、光源モジュール１００及び第２
のリフレクタ２２０の一部と重なり合っており、第２のリフレクタ２２０の表面に対して
傾斜した傾斜面になっている。
【０２２７】
　ここで、第１の領域２１０ａの傾斜面は、光源モジュール１００から上方に傾斜した凹
んだ曲面になっている。
【０２２８】
　そして、第２の領域２１０ｂは、第２のリフレクタ２２０の表面から傾斜した傾斜面に
なっており、第２の領域２１０ｂの傾斜面は、第１の領域２１０ａの傾斜面から下方に傾
斜した凹んだ曲面になっている。
【０２２９】
　ここで、第１の領域２１０ａの傾斜面の曲率半径と、第２の領域２１０ｂの傾斜面の曲
率半径とは、互いに異なっていてもよい。
【０２３０】
　例えば、第１の領域２１０ａの傾斜面の曲率半径は、第２の領域２１０ｂの傾斜面の曲
率半径よりも小さくなっていてもよい。
【０２３１】
　また、第１の領域２１０ａの面積Ｓ１は、第２の領域２１０ｂの面積Ｓ２よりも大きく
なっていてもよく、第１の領域２１０ａの面積Ｓ１と第２の領域２１０ｂの面積Ｓ２との
比は、１．１～２０：１でよい。
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【０２３２】
　そして、図１９Ｃに示すように、第１のリフレクタ２１０は、第１の領域２１０ａ及び
第２の領域２１０ｂを有しており、第１の領域２１０ａは、光源モジュール１００及び第
２のリフレクタ２２０の一部と重なり合っており、第２のリフレクタ２２０の表面に対し
傾斜した傾斜面になっている。
【０２３３】
　ここで、第１の領域２１０ａの傾斜面は、光源モジュール１００から上方に傾斜した扁
平面になっている。
【０２３４】
　そして、第２の領域２１０ｂは、第２のリフレクタ２２０の表面に対して傾斜した傾斜
面になっており、第２の領域２１０ｂの傾斜面は、第１の領域２１０ａの傾斜面から下方
に傾斜した凹んだ曲面になっている。
【０２３５】
　ここで、第１の領域２１０ａの面積Ｓ１は、第２の領域２１０ｂの面積Ｓ２よりも大き
くなっていてもよく、第１の領域２１０ａの面積Ｓ１と第２の領域２１０ｂの面積Ｓ２と
の比は、１．１～２０：１でよい。
【０２３６】
　また、図１９Ｄに示すように、第１のリフレクタ２１０は、第１の領域２１０ａ及び第
２の領域２１０ｂを有しており、第１の領域２１０ａは、光源モジュール１００及び第２
のリフレクタ２２の０一部に重なり合っており、第２のリフレクタ２２０の表面に対して
傾斜した傾斜面になっている。
【０２３７】
　ここで、第１の領域２１０ａの傾斜面は、光源モジュール１００から上方に傾斜した凹
んだ曲面になっている。
【０２３８】
　そして、第２の領域２１０ｂは、第２のリフレクタ２２０の表面に対して傾斜した傾斜
面になっており、第２の領域２１０ｂの傾斜面は、第１の領域２１０ａの傾斜面から下方
に傾斜した扁平面になっている。
【０２３９】
　ここで、第１の領域２１０ａの面積Ｓ１は、第２の領域２１０ｂの面積Ｓ２よりも大き
くなっていてもよく、第１の領域２１０ａの面積Ｓ１と第２の領域２１０ｂの面積Ｓ２と
の比は、１．１～２０：１でよい。
【０２４０】
　図２０Ａ乃至図２０Ｄは、傾斜面を有する第２のリフレクタを示す図である。図２０Ａ
は、傾斜面が扁平面である場合を示し、図２０Ｂ、図２０Ｃ及び図２０Ｄは、傾斜面が曲
面である場合を示している。
【０２４１】
　図２０Ａ乃至図２０Ｄに示すように、光源モジュール１００に面する第２のリフレクタ
２２０の一側表面は、第２のリフレクタ２２０の他側表面に対して一定の角度で傾斜した
傾斜面になっていてもよい。
【０２４２】
　ここで、傾斜面の傾斜角度θは、第２のリフレクタ２２０の他側表面に平行な水平面に
対して１～８５°になっている。
【０２４３】
　そのため、第２のリフレクタ２２０の厚さは、光源モジュール１００から遠ざかるにつ
れて漸次減少することもあり、漸次増加することもある。
【０２４４】
　すなわち、第２のリフレクタ２２０は、光源モジュール１００に隣接した領域の厚さｔ
１１と、光源モジュール１００から遠い領域の厚さｔ１２とが互いに異なっていてもよい
。例えば、図２０Ａ及び図２０Ｂに示すように、光源モジュール１００に隣接した領域の
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厚さｔ１１が、光源モジュール１００から遠い領域の厚さｔ１２よりも大きくなっていて
もよい。
【０２４５】
　場合によって、図２０Ｃ及び図２０Ｄに示すように、光源モジュール１００に隣接した
領域の厚さｔ１１が、光源モジュール１００から遠い領域の厚さｔ１２よりも小さくなっ
ていてもよい。
【０２４６】
　また、図２０Ｄに示すように、第２のリフレクタ２２０は、傾斜面、平面の両方を有し
ていてもよい。
【０２４７】
　すなわち、第２のリフレクタ２２０において、光源モジュール１００に隣接した領域は
傾斜面になっており、光源モジュール１００から遠い領域は平面になっていてもよい。
【０２４８】
　ここで、傾斜面の長さＬ１１は、平面の長さＬ１２と同一になっていてもよく、場合に
よって、互いに異なっていてもよい。
【０２４９】
　そして、第２のリフレクタ２２０の一側表面には、所定の反射パターンが形成されてい
てもよい。
【０２５０】
　図２１Ａ乃至図２１Ｄは、反射パターンを有している第２のリフレクタを示す図である
。
【０２５１】
　図２１Ａは、反射パターン２２５が鋸歯状になっており、且つ反射パターン２２５の表
面は扁平面である場合を示し、図２１Ｂ及び図２１Ｃは、反射パターン２２５は鋸歯状に
なっており、且つ反射パターン２２５の表面は曲面である場合を示す。
【０２５２】
　ここで、図２１Ｂは、反射パターン２２５の表面が凹んだ曲面になっており、図２１Ｃ
は、反射パターン２２５の表面が膨らんだ曲面になっている。
【０２５３】
　場合によって、図２１Ｄに示すように、反射パターン２２５の大きさが、第２のリフレ
クタ２２０の端部からオープン領域へ行くほど漸次増加していてもよい。
【０２５４】
　このように第２のリフレクタ２２０上に反射パターン２２５を形成すると、光反射の効
果に加えて、光を均一に拡散する拡散効果も得ることができる。
【０２５５】
　そのため、このような反射パターン２２５は、ライトユニットの全体輝度分布に応じて
、該当の領域に様々な大きさで形成すればよい。
【０２５６】
　図２２Ａ乃至図２２Ｄは、光源モジュールと第１及び第２のリフレクタとの配置関係を
説明するための図である。
【０２５７】
　図２２Ａに示すように、光源モジュール１００は、第１のリフレクタ２１０と第２のリ
フレクタ２２０の両方に接していてもよい。
【０２５８】
　このように光源モジュール１００を配置すると、照明ユニットの輝度を均一にさせる他
、全体的な照明ユニットの厚さを減らすことができる。
【０２５９】
　また、図２２Ｂに示すように、光源モジュール１００は、第２のリフレクタ２２０から
第１の距離ｄ２１だけ離れており、第１のリフレクタ２１０から第２の距離ｄ２２だけ離
れていてもよい。
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【０２６０】
　ここで、第１の距離ｄ２１と第２の距離ｄ２２は、互いに同一であってもよく、互いに
異なっていてもよい。
【０２６１】
　一例として、第１の距離ｄ２１は、第２の距離ｄ２２よりも小さくてもよい。
【０２６２】
　また、図２２Ｃに示すように、光源モジュール１００は、第２のリフレクタ２２０に接
しており、第１のリフレクタ２１０から第２の距離ｄ２２だけ離れていてもよい。
【０２６３】
　ここで、光源モジュール１００は、第２のリフレクタ２２０に接することによって、ホ
ットスポットを防止し、且つ光源モジュール１００から遠い領域に光を伝達することがで
きる。
【０２６４】
　そして、図２２Ｄに示すように、光源モジュール１００は、第２のリフレクタ２２０か
ら第２の距離ｄ２２だけ離れており、第２のリフレクタ２１０に接していてもよい。
【０２６５】
　図２３は、図１の光学部材を示す断面図である。
【０２６６】
　図２３に示すように、光学部材３００は、上部表面に凹凸パターン３１０を有している
。
【０２６７】
　光学部材３００は、光源モジュールから発された光を拡散させるためのもので、拡散効
果を増大させるために上部表面に凹凸パターン３１０を有していてもよい。
【０２６８】
　すなわち、光学部材３００は、複数の層で形成されており、最上層またはいずれか一層
の表面に凹凸パターン３１０を有することができる。
【０２６９】
　そして、凹凸パターン３１０は、光源モジュールに並んで配置されるストライプ状にな
っているとよい。
【０２７０】
　ここで、凹凸パターン３１０は、光学部材３００表面に形成された突出部を有し、突出
部は、相対する第１の面と第２の面で構成され、第１の面と第２の面間の角は、鈍角また
は鋭角でよい。
【０２７１】
　場合によって、光学部材３００は、少なくとも一つのシートからなり、拡散シート、プ
リズムシート、輝度強化シートなどを選択的に含むことができる。
【０２７２】
　ここで、拡散シートは、光源から発された光を拡散させ、プリズムシートは、拡散され
た光を発光領域にガイドし、輝度強化シートは輝度を強化させる。
【０２７３】
　このように、実施形態は、光学部材の端部に突出部材を配置することで、光学部材の垂
れを改善することができる。
【０２７４】
　また、実施形態は、導光板を用いずに、一部に傾斜面を有するエアーガイド用のリフレ
クタを用いているため、軽量で、作製コストが低く、且つ均一な輝度を提供することがで
きる。
【０２７５】
　その結果、照明ユニットの経済性及び信頼性が向上する他、広い室内空間に適したもの
とすることができる。
【０２７６】
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　また、以上の実施形態に記載された第１及び第２の突出部材を備えるバックライトユニ
ット、表示装置、指示装置、照明システムを具現することもでき、例えば、照明システム
としてはランプ、街灯を含むことができる。
【０２７７】
　図２４は、実施形態に係る照明ユニットを有するディスプレイモジュールを示す図であ
る。
【０２７８】
　図２４に示すように、ディスプレイモジュール２０は、ディスプレイパネル８００及び
ライトユニット７００を備えている。
【０２７９】
　ディスプレイパネル８００は、均一なセルギャップが維持されるように互いに相対して
貼り合わせられたカラーフィルタ基板８１０とＴＦＴ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓ
ｉｓｔｏｒ）基板８２０とを有し、両基板８１０，８２０の間に液晶層（図示せず）が挟
持されている。
【０２８０】
　なお、ディスプレイパネル８００の上側及び下側にはそれぞれ、上部偏光板８３０及び
下部偏光板８４０が配置されており、具体的には、カラーフィルタ基板８１０の上面に上
部偏光板８３０が配置され、ＴＦＴ基板８２０の下面に下部偏光板８４０が配置されてい
る。
【０２８１】
　図示してはいないが、ディスプレイパネル８００の側面には、パネル８００を駆動させ
るための駆動信号を生成するゲート及びデータ駆動部が備えられていてもよい。
【０２８２】
　図２５及び図２６は、実施形態に係るディスプレイ装置を示す図である。
【０２８３】
　図２５を参照すると、ディスプレイ装置１は、ディスプレイモジュール２０と、ディス
プレイモジュール２０を取り囲むフロントカバー３０及びバックカバー３５と、バックカ
バー３５に設けられた駆動部５５と、駆動部５５を覆う駆動部カバー４０と、で構成され
ている。
【０２８４】
　フロントカバー３０は、光を透過させる透明な材質の前面パネル（図示せず）を有する
ことができ、前面パネルは、一定の間隔を置いてディスプレイモジュール２０を保護し、
ディスプレイモジュール２０から放出する光を透過させて、ディスプレイモジュール２０
で表示される映像が外部から見られるようにする。
【０２８５】
　バックカバー３５は、フロントカバー３０と結合してディスプレイモジュール２０を保
護することができる。
【０２８６】
　バックカバー３５の一面には駆動部５５が配置されている。
【０２８７】
　駆動部５５は、駆動制御部５５ａ、メインボード５５ｂ、及び電源ボード５５ｃを有し
ている。
【０２８８】
　駆動制御部５５ａは、タイミングコントローラでよく、ディスプレイモジュール２０の
各ドライバーＩＣの動作タイミングを調節する駆動部であり、メインボード５５ｂは、タ
イミングコントローラにＶシンク、Ｈシンク及びＲ，Ｇ，Ｂ解像度信号を伝達する駆動部
であり、電源ボード５５ｃは、ディスプレイモジュール２０に電源を印加する駆動部であ
る。
【０２８９】
　駆動部５５は、バックカバー３５に配設されて、駆動部カバー４０に覆われている。
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【０２９０】
　バックカバー３５には複数の孔が設けられて、ディスプレイモジュール２０と駆動部５
５とが接続するようにし、ディスプレイ装置１を支持するスタンド６０が備えられている
。
【０２９１】
　一方、図２６に示すように、駆動部５５の駆動制御部５５ａはバックカバー３５に設け
られており、メインボード５５ｂと電源ボード５５ｃはスタンド６０に設けられていても
よい。
【０２９２】
　この場合、駆動部カバー４０は、バックカバー３５に設けられた駆動部５５のみを覆っ
ている。
【０２９３】
　本実施形態では、メインボード５５ｂと電源ボード５５ｃを別体として構成したが、一
体の統合ボードにしてもよく、それに限定されない。
【０２９４】
　他の実施形態は、以上の実施形態に記載された第１及び第２の突出部材を備えているバ
ックライトユニット、表示装置、指示装置、照明システムにすることができ、例えば、照
明システムとしてはランプ、街灯を含むことができる。
【０２９５】
　以上では種々の実施形態を挙げて本発明を説明してきたが、本発明の精神及び範囲を逸
脱しない限度内で、種々の他の変形及び態様が可能であるということは、当該技術の分野
における通常の知識を有する当業者にとっては明らかである。特に、本発明の詳細な説明
、図面及び添付の請求項の範囲内で構成要素及び／またはその組み合わせの様々な変形及
び修正が可能である。これら構成要素及び／またはその組み合わせの様々な変形及び修正
に加えて、その他の利用が当業者には明らかである。
【図１】

【図２】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】
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